
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則 

（
税　

務　

課
）　

　

一

〇
防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
危
機
対
策
課
）　

　

一

 
告

示

〇
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部

　

改
正 

（
農
業
振
興
課
）　

　

四

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分 

（
農
村
整
備
課
）　

　

四

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

四

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

四

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
四
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
道
路
占
用
料
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許 

（
港　

湾　

課
）　

　

六

〇
都
市
計
画
区
域
の
変
更
（
三
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

七

〇
都
市
計
画
区
域
の
廃
止 

（　
　

同　
　

）　

一
〇

〇
都
市
計
画
の
変
更
（
十
八
件
） 

（　
　

同　
　

）　

一
〇

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

　

定 

（
税　

務　

課
）　

一
四

 
病

院

局

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
三
件
） 

一
五

 
教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
五

〇
地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

一
六

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

一
六

〇
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
の
指
定 

一
七

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
の
一
部
改
正 

一
七

 
人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
七

 
公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

二
〇

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
六
五
九
号
中 

二
三

 
規

則

　

産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
八
号

　
　
　

産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
三
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平

成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
第
三
号
の
表
防
災
雨
塚
山
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 

　

に
改
め
、
同
表
同
五
〇
二
〜
五
一
二
、
五
九
一
〜
五
九
六
の
項
中

 

第2143号　平成22年３月26日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

　

別
表
第
一
号
の
表
Ｓ
Ｃ
Ｃ
宮
城
県
仙
台
地
球
の
項
中
「

Ｓ
Ｃ
Ｃ
宮
城
県
仙
台
地
球

」
を

「

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
仙
台

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
地
球

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
号
の
表
Ｓ
Ｃ
Ｃ
宮
城
県
宮
城
可
搬
地
球
一
の
項
中
「

Ｓ
Ｃ
Ｃ
宮
城
県
宮
城
可
搬
地

球
一

」
を

「

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

一

」
に
改
め
、同
表
Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城
可
搬
地
球
Ｖ
七
七
〜
七
九
の
項
中

「

Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城

可
搬
地
球
Ｖ
七
七
〜
七
九

」
を
「

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
七
七
〜
七
九

」
に
改
め
る
。

防
災
仙
台
東

固
定
局

基
地
局

同

多
賀
城
市
鶴
ヶ
谷
一－

四－

一

仙
台
東
中
継
所
内

　

別
表
第
四
号
の
表
Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城
可
搬
地
球
Ｖ
七
〇
の
項
中
「

Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城

可
搬
地
球
Ｖ
七
〇

」
を

「

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
七
〇

」
に
改
め
、
同
表
防
災
仙
台
合
庁
の
項
中

「

固
定
局

基
地
局

」
を

「

固
定
局

」
に
改
め
、
同
表
Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城
可
搬
地
球
Ｖ
七
一
の
項
中

「

Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城

可
搬
地
球
Ｖ
七
一

」
を
「

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
七
一

」
に
改
め
、
同
表
Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城

県
宮
城
可
搬
地
球
Ｖ
九
五
の
項
中
「

Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城

可
搬
地
球
Ｖ
九
五

」
を
「

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
九
六

」
に

改
め
、
同
表
防
災
仙
台
東
の
項
を
削
り
、
同
表
防
災
古
川
の
項
中
「

大
崎
古
川
旭
四－

一－

一

大
崎
合
同
庁
舎
内

」
を

「

大
崎
市
古
川
旭
四－

一－

一

大
崎
合
同
庁
舎
内

」
に
改
め
、
同
表
Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城
可
搬
地
球
Ｖ
七
二
の

項
中
「

Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城

可
搬
地
球
Ｖ
七
二

」
を
「

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
七
二

」
に
改
め
、
同
表
Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体

宮
城
県
宮
城
可
搬
地
球
Ｖ
七
三
の
項
中
「

Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城

可
搬
地
球
Ｖ
七
三

」
を
「

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
七
三

」

「

北
部
土
木
事

務
所
栗
原
地

域
事
務
所
長

同

」
を

「

北
部
土
木
事

務
所
栗
原
地

域
事
務
所
長

栗
原
市
築
館
藤
木
五－

一

栗
原
合
同
庁
舎
内

」
に
改
め
、
同
表
Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城
可
搬
地

球
Ｖ
七
四
の
項
中
「

Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城

可
搬
地
球
Ｖ
七
四

」
を
「

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
七
四

」
に
改
め
、
同
表

Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城
可
搬
地
球
Ｖ
七
五
の
項
中
「

Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城

可
搬
地
球
Ｖ
七
五

」
を



 

第
二
条　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（3）　 平成22年３月26日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2143号　　 

「

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
七
五

」
に
改
め
、
同
表
Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城
可
搬
地
球
Ｖ
七
六
の
項
中

「

Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城

可
搬
地
球
Ｖ
七
六

」
を
「

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
七
六

」
に
改
め
、
同
表
Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城

県
宮
城
可
搬
地
球
Ｖ
九
四
の
項
中
「

Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城

可
搬
地
球
Ｖ
九
四

」
を
「

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
九
五

」
に

改
め
、
同
表
防
災
仙
台
港
湾
の
項
中
「

同

」
を
「

固
定
局

」

に
、 「

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三－

八－

二
〇

仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
内

」
を
「

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三－

一－

三

仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
内

」
に
改
め
、

同
表
防
災
阿
武
隈
流
水
の
項
中
「

岩
沼
市
下
野
郷
字
赤
江
川
一－

三

中
南
部
下
水
道
事
務
所
仙
南
浄
化
セ
ン

タ
ー
内

」
を

「

岩
沼
市
下
野
郷
字
赤
江
川
一－

三

中
南
部
下
水
道
事
務
所
県
南
浄
化
セ
ン

タ
ー
内

」
に
改
め
、
同
表
Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城
可
搬
地
球
Ｖ
九
八
の

項
中
「

Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城

可
搬
地
球
Ｖ
九
八

」
を
「

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
九
八

」
に
改
め
、
同
表
水
防
上
大
沢

ダ
ム
一
〇
一
〜
一
〇
三
の
項
中
「

大
崎
地
方
ダ
ム
総
合

事
務
所
長
上
大
沢
ダ

ム
管
理
事
務
所
長

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
上
大
沢
川
四

五大
崎
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
上
大
沢
ダ

ム
管
理
事
務
所
内

」
を

「

同

同

」
に
改
め
、
同
表
防
災
荒
砥
沢
の
項
中

「

栗
原
市
栗
駒
文
字
字
荒
砥
沢

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
荒
砥
沢
ダ

ム
管
理
事
務
所
内

」
を
「

栗
原
市
栗
駒
文
字
荒
砥
沢
五
七

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
荒
砥
沢
ダ

ム
管
理
事
務
所
内

 
」
に
改
め
、
同
表

水
防
荒
砥
沢
ダ
ム
一
〇
〜
一
一
の
項
中
「

水
防
荒
砥
沢
ダ
ム
一
〇
〜
一

一

」
を
「

水
防
荒
砥
沢
ダ
ム
一
〇
、
一

一

」

に
改
め
、
同
表
防
災
小
田
の
項
中
「

栗
原
市
一
迫
字
長
崎
川
台
五
三－

十
二

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
小
田
ダ
ム

管
理
事
務
所
内

」
を

「

栗
原
市
一
迫
字
川
台
五
三－

一
二

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
小
田
ダ
ム

管
理
事
務
所
内

」
に
改
め
、
同
表
水
防
小
田
ダ
ム
の
項
中

「

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合

事
務
所
小
田
ダ
ム
管

理
事
務
所
長

栗
原
市
一
迫
字
長
崎
川
台
五
三－

十
二

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
小
田
ダ
ム

管
理
事
務
所
内

」
を

「

同

同

」
に
改
め
、
同
表
水
防
小
田
ダ
ム
一
、
一
〇

〜
一
一
の
項
中
「

水
防
小
田
ダ
ム
一
、
一
〇
〜

一
一

」
を
「

水
防
小
田
ダ
ム
一
、
一
〇
、

一
一

」
に
、

「

栗
原
地
方
ダ
ム
総

合
事
務
所
小
田
ダ

ム
管
理
事
務
所
長

栗
原
市
一
迫
字
長
崎
川
台
五
三－

十
二

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
小
田
ダ
ム

管
理
事
務
所
内

」
を

「

同

同

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
号
の
表
同
五
〇
二
〜
五
一
二
、
五
九
一
〜
五
九
六
の
項
中
「

同
五
〇
二
〜
五
一
二
、
五
九

一
〜
五
九
六

」
を



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

二
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

古
川
市
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
区
域
大
字
新
田
の
項
中
「
の
う
ち
、
一
番
か
ら
一
八
九
番
の
二
ま
で
及
び
一
九
二
番
の

二
か
ら
二
一
三
番
ま
で
」
及
び
「
の
う
ち
一
番
か
ら
二
一
〇
番
の
二
ま
で
及
び
二
四
四
番
か
ら
二
五
七
番
ま
で
」
を
削

る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

上
区
東
部
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号
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二
二
、
三
〇
の
項
中
「

消
防
宮
城
県
一
一
〜
二
〇
、

二
二
、
三
〇

」
を
「

消
防
宮
城
県
一
四
〜
二
〇
、

二
二
、
三
〇

」
に
改
め
る
。

「

防
災
宮
城
五
〇
二
〜
五
〇

六
、
五
〇
八
〜
五
一
一
、
五

九
一
〜
五
九
六

」
に
改
め
、同
表
防
災
宮
城
二
二
の
項
を
削
り
、同
表
消
防
宮
城
県
一
一
〜
二
〇
、

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
菅
勉
建

設菅
原　

勉

株
式
会
社
太
田
産

業太
田　

忠
雄

大
谷
地
造
園
土
木

株
式
会
社

佐
藤　

俊
雄

東
北
大
進
設
備
株

式
会
社

菅
井　

孝
司

八
巻
建
築
工
事
店

八
巻　

義
光

エ
ス
・
バ
イ
・
エ

ル
仙
台
株
式
会
社

佐
々
木　

勉

中
城
建
設
株
式
会

社結
城　

孝

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仙
台
市
太
白
区
鈎
取
二
丁

目
三
十－

二
十
三

石
巻
市
鹿
又
字
矢
袋
屋
敷

合
十
四－

二

仙
台
市
太
白
区
大
谷
地
三

－

八
仙
台
市
青
葉
区
上
愛
子
字

上
町
十
三－

一

黒
川
郡
大
郷
町
羽
生
字
原

畑
一

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目

中
町
七－

七
十
三

仙
台
市
宮
城
野
区
幸
町
二

丁
目
二
十
三－

一

建

設

業

許

可

番

号

般－

十
六

第
三
千
二
百
四

号般－

十
八

第
七
千
二
号

般－

十
七

第
七
千
九
十
号

般－

十
八

第
一
万
二
千
四

百
三
十
三
号

般－

二
十
一

第
一
万
七
千
百

六
十
七
号

般－

十
六

第
一
万
七
千
三

百
九
十
一
号

特－

二
十

第
一
万
八
千
三

百
五
十
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類 

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

造
園
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
二
年

 

二
月
五
日

平
成
二
十
二
年

 

二
月
五
日

平
成
二
十
二
年

 

二
月
四
日

平
成
二
十
二
年

 

二
月
三
日

平
成
二
十
二
年

 

二
月
十
日

平
成
二
十
二
年

 

二
月
二
日

平
成
二
十
二
年

 

二
月
一
日



　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

角
田
柴
田
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

塩
釜
亘
理
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北

部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

築
館
栗
駒
公
園
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北

部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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変　

更　

の　

区　

間

角
田
市
神
次
郎
字
中
田
九
六
番
一
地
先
か
ら

同
市
神
次
郎
字
中
田
一
〇
一
番
一
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
三
・
五
〜

 

三
六
・
五

一
一
・
九
〜

 

三
五
・
五

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

三
七
・
二

三
七
・
二

変　

更　

の　

区　

間

岩
沼
市
押
分
字
新
田
東
一
九
一
番
三
地
先
か
ら

同
市
早
股
字
新
小
林
二
四
番
一
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

九
・
〇
〜

 

一
三
・
四

　

九
・
〇
〜

 

三
六
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
七
八
・
〇

一
七
八
・
〇

変

更

の

区

間

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
栗
駒
岳
国
有
林
一
五
林
班

ろ
二
小
林
班
地
先
か
ら

同
市
栗
駒
沼
倉
栗
駒
岳
国
有
林
一
五
林
班
ろ

二
小
林
班
地
先
ま
で

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
栗
駒
岳
国
有
林
一
五
林
班

ろ
二
小
林
班
地
先
か
ら

同
市
栗
駒
沼
倉
栗
駒
岳
国
有
林
一
五
林
班
ろ

二
小
林
班
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後前後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
三
・
〇
〜

一
九
・
五

一
三
・
二
〜

二
五
・
四

一
四
・
〇
〜

二
三
・
二

一
四
・
〇
〜

 

六
〇
・
〇

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
八
・
二

一
〇
八
・
二

一
六
七
・
八

一
七
二
・
二

備　
　

考

区
間
そ
の
一

区
間
そ
の
二

道

路

の

種

類

県

道

県

道

路

線

名

築
館
栗
駒
公

園
線

築
館
栗
駒
公

園
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
栗
駒
岳
国
有
林
一
五
林
班
ろ
二
小
林
班

地
先
か
ら

同
市
栗
駒
沼
倉
栗
駒
岳
国
有
林
一
五
林
班
ろ
二
小
林
班
地

先
ま
で
（
区
間
そ
の
一
）

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
栗
駒
岳
国
有
林
一
五
林
班
ろ
二
小
林
班

地
先
か
ら

同
市
栗
駒
沼
倉
栗
駒
岳
国
有
林
一
五
林
班
ろ
二
小
林
班
地

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
二
十
六
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
二
十
六
日



〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

　

道
路
占
用
料
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

道
路
占
用
料
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

道
路
占
用
料
規
程
（
平
成
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
六
号
中
「
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
以
降
、」
及
び
「
新
た
に
」
を
削
り
、「
設
置
す
る
電
線
類
」

の
下
に
「（
地
下
に
設
け
る
電
線
そ
の
他
の
線
類
と
し
て
占
用
料
を
徴
収
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
、「
六
分
の
五
」

を
「
九
分
の
八
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
以
降
、」
及
び
「
新
た
に
」
を
削
り
、「
電
線

類
」
の
下
に
「（
地
下
に
設
け
る
電
線
そ
の
他
の
線
類
と
し
て
占
用
料
を
徴
収
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
、「
六
分

の
五
」
を
「
九
分
の
八
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
道
路
占
用
料
規
程
の
規
定
は
、こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
後
に
徴
収
す
べ
き
占
用
料
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
の
前
日
ま
で
に
徴
収
す
べ
き
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
を
次
の
と

お
り
免
許
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

免
許
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
八
月
二
十
一
日

二　

免
許
を
受
け
た
者
の
名
称　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

第2143号　平成22年３月26日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

先
ま
で
（
区
間
そ
の
二
）

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

払
川
町
向
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
伊
里
前
二
三
三
番
八
地
先
か
ら

同
郡
同
町
歌
津
字
伊
里
前
二
三
三
番
八
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
二
十
六
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

岩
沼
海
浜
緑

地
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

岩
沼
市
押
分
字
新
田
東
一
九
三
番
一
地
先
か
ら

同
市
押
分
字
奥
山
七
八
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
二
十
九
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

塩
釜
亘
理
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

岩
沼
市
押
分
字
新
田
東
一
六
二
番
三
地
先
か
ら

同
市
早
股
字
新
小
林
二
四
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
二
十
九
日



　

１　

埋
立
区
域

　
　
�
　

位
置

　

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
高
松
八
十
番
地
十
二
、
同
蒲
生
字
町
八
十
八
番
地
二
に
接
す
る
地
先
公
有

水
面
及
び
同
蒲
生
字
町
八
十
八
番
地
二
並
び
に
同
九
十
七
番
地
に
接
す
る
国
有
海
浜
地
に
接
す
る
地
先
公
有
水

面

　
　
�
　

区
域

　

次
の
各
地
点
の
う
ち
、�
の
地
点
か
ら�
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と�
の
地
点
を
結
ぶ

平
成
十
九
年
度
の
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
＋
一
・
四
八
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界

線
及
び�
の
地
点
と�
の
地
点
を
直
線
で
結
ぶ
平
成
十
九
年
度
の
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
＋
一
・
四
八
メ
ー

ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
同
区
蒲
生
字
町
九
十
七
番
地
に
隣
接
す
る
既
設
防
波
護
岸
と
の
境
界
線
に
囲
ま

れ
た
区
域

　
�
の
地
点　

宮
城
県
仙
台
塩
釜
港
仙
台
港
区
（
南
防
波
堤
外
端
）
に
設
置
さ
れ
て
い
る
仙
台
南
防
波
堤
灯
台

（
北
緯
三
八
度
一
五
分
五
六
秒
、
東
経
一
四
一
度
〇
二
分
四
九
秒
）（
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。）
か

ら
二
六
八
度
五
八
分
〇
六
秒
、
一
、
六
六
九
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
二
四
五
度
五
六
分
四
八
秒
、
六
〇
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
二
二
一
度
一
四
分
〇
六
秒
、
一
三
七
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
一
三
一
度
一
四
分
〇
六
秒
、
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
二
二
一
度
一
四
分
〇
六
秒
、
五
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
二
七
六
度
〇
八
分
三
一
秒
、
一
一
三
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
三
二
一
度
〇
八
分
三
一
秒
、
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
二
七
六
度
〇
八
分
三
一
秒
、
一
四
八
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
六
五
度
四
九
分
四
六
秒
、
三
八
三
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
�
　

面
積

　
　
　
　

二
九
、
三
二
二
・
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　
�
　

位
置

　

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
高
松
八
十
番
地
十
二
、
同
八
十
番
地
二
十
四
、
同
蒲
生
字
町
八
十
八
番
地

二
、
同
八
十
八
番
地
七
、
同
九
十
七
番
地
の
地
内
並
び
に
同
中
野
字
高
松
八
十
番
地
十
二
、
同
蒲
生
字
町
八
十

八
番
地
の
二
の
地
先
公
有
水
面
及
び
同
蒲
生
字
町
八
十
八
番
地
二
並
び
に
同
九
十
七
番
地
に
接
す
る
国
有
海
浜

地
に
接
す
る
地
先
公
有
水
面

　
　
�
　

区
域

　

次
の
各
地
点
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と�
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た

区
域

　
　
　
�
の
地
点　

基
点
か
ら
二
六
九
度
五
六
分
二
七
秒
、
一
、
六
二
三
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
一
七
五
度
二
七
分
一
三
秒
、
三
八
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
二
一
九
度
五
九
分
〇
四
秒
、
二
六
七
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
二
七
六
度
一
五
分
三
〇
秒
、
三
九
八
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
三
一
五
度
三
九
分
三
一
秒
、
五
四
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
五
〇
度
〇
三
分
二
三
秒
、
一
二
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
九
六
度
一
一
分
四
三
秒
、
一
一
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
五
四
度
二
二
分
〇
四
秒
、
三
〇
〇
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
六
〇
度
二
二
分
一
二
秒
、
一
九
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
七
一
度
〇
九
分
一
二
秒
、
一
四
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
八
三
度
二
八
分
二
四
秒
、
一
三
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
九
五
度
〇
六
分
〇
四
秒
、
一
六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
一
一
〇
度
二
一
分
〇
一
秒
、
一
六
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
一
二
三
度
五
二
分
〇
一
秒
、
一
七
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
一
三
一
度
五
一
分
二
三
秒
、
一
二
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
一
三
一
度
三
〇
分
二
九
秒
、
九
一
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
一
二
九
度
四
七
分
二
一
秒
、
二
六
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら
一
〇
八
度
一
三
分
一
四
秒
、
二
三
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
�
　

面
積

　
　
　
　

一
二
一
、
三
四
六
・
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

ふ
頭
用
地
（
護
岸
用
地
を
含
む
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

迫
都
市
計
画
区
域
、
登
米
都
市
計
画
区
域
、
東
和
都
市
計
画
区
域
、
豊
里
都
市
計
画
区
域
及
び
津
山
都
市
計
画
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
区
域
の
名
称

（7）　 平成22年３月26日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2143号　　 



　
　

登
米
都
市
計
画
区
域

二　

新
た
に
都
市
計
画
区
域
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域
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市
町
村
名

登
米
市

町　
　
　

字

迫
町
森

迫
町
佐
沼

迫
町
北
方

登
米
町
登
米

大
字
日
根
牛

東
和
町
米
谷

中
田
町
石
森

小　
　
　
　
　
　
　
　
　

字

花
島
、
金
堀
、
上
野
、
新
金
堀
、
新
西
前
、
新
中
江
、

新
田
、
新
柳
待
井
、
西
前
、
西
表
、
赤
沼
、
中
江
、

東
赤
沼
、
東
表
、
平
柳
前
、
北
沼
田
、
北
赤
沼
、
木

戸
脇
、
平
柳
、
柴
前

越
戸
、
上
柳
待
井
、
新
芝
前
、
新
東
表
、
新
道
、
西

表
前
、
西
柳
待
井
、
内
ケ
袋
、
表
前
、
木
戸
脇
前
、

柳
待
井

巻
ノ
上
、
七
日
市
場
、
大
瀬
、
西
館
北

舘
ケ
袋
、
新
大
瀬

宮
崎
、
宮
崎
前
、
高
見
、
高
見
前
、
三
ツ
目
沢
、
市

島
、
紫
雲
山
、
紫
雲
山
下
、
紫
雲
山
裏
、
舟
橋
、
新

市
島
、
深
田
、
深
田
前
、
川
戸
沼
、
川
戸
沼
前
、
鼠

田
前
、
相
ケ
沢
、
相
ケ
沢
前
、
太
田
河
、
大
洞
、
大

洞
前
、
中
沢
、
中
沢
前
、
田
ノ
尻
、
日
向
前
、
日
向

前
下

下
北
浦
、
金
ケ
森
、
舟
橋
前
、
新
八
の
森
前
、
鼠
田
、

上
北
浦

日
野
渡
外
雑
田
原
、
日
野
渡
玉
山
、
日
野
渡
軍
場
、

日
野
渡
荒
田
待
井
、
日
野
渡
銅
谷
、
日
野
渡
内
の
目
、

日
野
渡
南
田
、
日
野
渡
日
野
渡
、
日
野
渡
蛭
沢
、
日

野
渡
布
目
、
日
野
渡
薬
師
崎
、
日
野
渡
脇
谷
、
日
野

渡
鼬
沢
、
小
島
上
大
谷
地
、
小
島
西
岡
谷
地
、
小
島

東
岡
谷
地
、
小
島
木
戸
崎

寺
池
鶴
ヶ
埣
、
寺
池
細
谷
、
寺
池
亀
ヶ
下
、
寺
池
椚

田
、
日
野
渡
雑
田
原
、
小
島
大
谷
地
、
小
島
長
橋
、

小
島
弁
慶
山
、
小
島
椚
田
、
小
島
七
百
刈
、
小
島
北

長
、
小
島
橋
下

並
柳
、
一
本
杉
、
峠

八
反
、
谷
木
前
、
山
田

牛
房
巻
、
金
谷
、
表
、
野
地

山
田
、
六
反

越
戸
、
牡
丹
埣
、
下
沼
田
、
下
谷
地
、
加
賀
野
田
中
、

久
保
、
境
堀
、
高
鼻
、
菜
園
、
室
木
、
小
人
町
、
上

沼
田
、
新
蟹
甲
、
新
宮
田
、
新
境
堀
、
新
細
谷
、
新

菜
園
、
新
室
木
、
新
田
、
新
畑
中
、
新
堀
、
新
野
元
、

全
部
又
は
一
部

の
区
別

全
部

一
部

全
部

一
部

全
部

一
部

全
部

一
部

全
部

一
部

全
部

一
部

全
部

中
田
町
宝
江
黒
沼

中
田
町
宝
江
新
井
田

中
田
町
宝
江
森

中
田
町
上
沼

中
田
町
浅
水

西
細
谷
、
西
赤
沼
、
西
川
原
毛
、
西
田
、
前
田
、
霜

降
舘
、
霜
田
、
茶
畑
、
中
川
原
毛
、
町
、
東
細
谷
、

入
道
坂
、
鳴
神
堂
、
油
田
、
眞
内

新
塚
崎
、
沼
ノ
葉
、
水
神
木
、
蟹
甲
、
熊
野
堂
、
新

蓬
田
、
新
川
前
、
川
前
、
若
林
、
新
霜
田
、
新
寺
浦
、

新
新
田

蓬
原
、
浦
、
桶
下
、
下
道
、
舘
野
、
亀
ヶ
岡
、
荒
神

堂
、
十
文
字
、
新
蓬
原
、
新
桶
下
、
新
舘
野
、
新

亀
ヶ
岡
、
新
荒
神
堂
、
新
西
野
、
新
大
口
前
、
新

鶴
ヶ
埣
、
新
東
沖
、
新
東
前
、
新
畑
中
、
新
兵
庫
、

新
兵
庫
前
、
諏
訪
沼
、
西
野
、
西
野
前
、
大
海
崎
、

大
海
崎
前
、
大
口
、
町
、
鶴
ヶ
埣
、
鶴
ヶ
埣
前
、
東
、

東
前
、
南
蓬
原
、
南
桶
下
、
畑
中
、
兵
庫
、
北
桶
下
、

葉
ノ
木
立

姥
沼
、
沖
田
、
下
道
、
加
賀
野
境
、
外
ノ
目
、
舘
、

元
吸
方
江
、
五
郎
兵
衛
待
井
、
後
谷
地
、
後
田
、
荒

谷
、
紺
谷
、
佐
渡
待
井
、
佐
野
前
、
佐
野
裏
、
細
谷
、

細
谷
前
、
雑
喉
待
井
、
柴
垣
、
柴
垣
前
、
柴
垣
裏
、

芝
尻
、
沼
崎
、
上
待
井
、
新
姥
沼
、
新
沖
橋
、
新
舘
、

新
佐
野
、
新
細
谷
、
新
森
六
前
、
新
南
新
田
、
新
堀

端
、
新
要
害
、
新
六
前
、
新
六
裏
、
森
六
裏
、
神
畑
、

西
荒
谷
、
大
江
渕
、
大
待
井
、
地
極
田
、
中
斉
、
東

荒
谷
、
南
荒
谷
、
南
新
田
、
南
神
畑
、
並
柳
、
並
柳

前
、
並
柳
裏
、
並
柳
渕
、
堀
端
、
弥
平
構
、
要
害

下
道
前
、
三
号
区
、
芝
尻
前
、
新
沼
崎
、
新
六
下
、

森
六
下
、
二
号
区

新
田
、
森
六
前
、
六
丁
目

愛
宕
浦
、
姥
沼
、
下
谷
地
、
舘
、
舘
浦
、
境
後
、
境

前
、
金
谷
、
肱
曲
、
上
向
田
、
新
沖
田
、
新
大
柳
浦
、

新
沢
田
、
新
谷
地
前
、
新
田
、
新
田
浦
、
新
篭
壇
、

西
桜
場
、
大
柳
、
大
柳
浦
、
沢
田
、
谷
地
前
、
中
才

裏
、
東
姥
沼
、
東
金
谷
、
南
桜
場
、
南
要
害
浦
、
北

桜
場
、
堀
米
、
弥
勒
寺
寺
山
、
弥
勒
寺
大
下
、
要
害
、

要
害
浦
、
篭
壇

下
川
前
、
御
藏
、
小
塚
渡
、
新
寺
山
下
、
新
小
塚
渡
、

川
前
、
鳥
喰
田
、
八
幡
浦
、
北
要
害
浦
、
弥
勒
寺
沖

田浦
向
、
下
川
面
、
灰
塚
、
巻
、
駒
形
、
窪
田
、
元
待

井
、
五
号
、
江
ノ
尻
、
荒
神
堂
、
小
島
、
上
川
面
、

新
一
号
、
新
岡
田
、
新
巻
川
前
、
新
九
号
、
新
駒
形
、

新
五
号
、
新
三
号
、
新
四
号
、
新
七
号
、
新
十
一
号
、

新
十
号
、
新
十
三
号
、
新
十
二
号
、
新
沼
尻
、
新
西

寺
田
、
新
西
川
面
、
新
川
前
、
新
待
井
下
、
新
大
明

神
、
新
田
、
新
東
寺
田
、
新
東
川
面
、
新
筒
田
、
新

二
橋
、
新
二
号
、
新
八
号
、
新
六
号
、
水
越
玉
山
、

西
新
田
、
西
水
越
、
西
川
面
、
川
面
、
浅
部
玉
山
、

大
明
神
前
、
大
木
前
、
池
袋
、
中
川
面
、
鳥
喰
、
田

向
、
田
向
沖
、
土
手
下
、
東
寺
田
、
東
新
田
、
東
水

越
、
東
川
面
、
筒
場
前
、
南
田
、
二
号
、
八
号
、
嶺

形
、
六
号

一
部

全
部

全
部

一
部

全
部

全
部

一
部

全
部



三　

都
市
計
画
区
域
か
ら
除
外
さ
れ
る
土
地
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

築
館
都
市
計
画
区
域
、
若
柳
都
市
計
画
区
域
及
び
栗
駒
都
市
計
画
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
区
域
の
名
称

　
　

栗
原
都
市
計
画
区
域

二　

新
た
に
都
市
計
画
区
域
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域

 

 

（9）　 平成22年３月26日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2143号　　 

南
方
町

豊
里
町

河
面
、
丸
内
、
鴻
ノ
木
、
寺
袋
、
小
山
、
照
井
、
新

丸
ノ
内
、
新
寺
袋
、
新
鶴
江
、
新
島
前
、
新
二
ツ
橋
、

瀬
ノ
淵
、
大
涌
戸
、
鶴
江
、
天
沼
、
内
ノ
目
、
二
ツ

橋
、
薬
師
島
屋
敷

王
塚
、
上
ケ
戸
、
新
作
田
、
新
待
井
、
新
中
山
、
新

板
倉
後
、
大
網
、
峯
、
峯
前
、
雷

後
沢
田

笑
沢
、
大
沢
、
平
林
、
上
沼
田
、
中
沼
田
、
久
寿
田

全
部

一
部

全
部

一
部

市
町
村
名

登
米
市

町　
　
　

字

登
米
町
登
米

大
字
日
根
牛

豊
里
町

小　
　
　
　
　
　
　
　
　

字

小
島
長
橋
、
小
島
高
梨
、
日
野
渡
雑
田
原

北
沢
山

阿
羅
田
、
小
川
向

下
沼
田
、
寿
崎
前
、
昭
和
、
新
江
合
、
新
切
津
、
町

浦
、
二
番
江
、
北
待
井
下
、
葭
立
、
下
屋
浦

全
部
又
は
一
部

の
区
別

一
部

全
部

一
部

一
部

行
政
区
域
名

栗
原
市

町　
　
　

字

金
成
姉
歯

小　
　
　
　
　
　
　
　
　

字

根
岸
、
根
際
前
、
嶺
前
、
角
屋
敷
前
、
清
水
前
、
不

動
前
、
清
作
前
、
巻
ノ
上
、
仲
沖
、
田
子
谷
前
、
水

押
、
松
浦
、
中
沢
前
、
谷
地
、
谷
地
尻
、
松
ノ
木
向
、

錦
田
、
祝
田
、
栄
田
、
姫
崎
、
姉
妹
田
、
都
田

全
部
又
は
一
部

の
区
別

全
部

金
成
梨
崎

金
成
沢
辺

金
成
小
迫

金
成
金
生
、金
成
祝
、

金
成
桜
町

志
波
姫
八
樟

志
波
姫
刈
敷

志
波
姫
伊
豆
野

志
波
姫
北
郷

志
波
姫
下
沖
、
志
波

姫
城
内
北
、
志
波
姫

城
内
南
、
志
波
姫
北

伊
豆
野
、
志
波
姫
新

糠
塚
、
志
波
姫
新
刈

敷
、志
波
姫
蔵
場
南
、

志
波
姫
要
害
東
、
志

波
姫
新
徳
富
、
志
波

姫
新
大
江
北
、
志
波

姫
新
馬
場
、
志
波
姫

刈
敷
御
蔵
西
、
志
波

姫
沼
崎
沖

志
波
姫
中
沖
、
志
波

姫
下
里
、
志
波
姫
南

伊
豆
野
、
志
波
姫
芝

の
脇
南
、
志
波
姫
荒

町
北
、
志
波
姫
荒
町

南
、
志
波
姫
館
浦
、

志
波
姫
花
崎
東

築
館
字
城
生
野

滝
ノ
沢
、
小
沢
田
、
銭
神
沢
、
道
才
沢

待
井
、
佐
野
、
南
沢
、
仲
道

内
畑
、
新
字
南

花
館

里三
丁
目
、
袋
、
上
袋
、
蔵
場
、
覚
性
、
東
原
、
上
刈

敷
、
御
蔵
東
、
我
田
北
、
下
刈
敷
、
花
輪
、
治
郎
、

田
中
、
本
屋
敷
、
三
軒
地
、
川
北
袋
、
新
治
郎

徳
富
、
前
谷
地
、
大
西
前
、
城
内
前
、
城
内
、
袋
、

新
山
前
、
蓮
沼
前
、
沼
の
上
、
芝
の
脇
前
、
馬
場
、

洞
頭
、
南
町
尻
、
北
町
尻
、
下
町
浦
、
中
町
浦
、
上

町
浦
、
町
北
側
、
町
南
側
、
南
浦
、
加
藤
前
、
大
江

北
側
、
大
江
南
側

颯
壁
、
芝
の
脇
東

小
糠
塚
、
糠
塚
、
糠
塚
前
、
杉
屋
敷
前
、
我
田
南
、

我
田
西

屋
敷
前
、
荒
町

下
北
袋
、
城
下
、
白
山
浦
、
志
田
海

一
部

全
部

一
部

一
部

一
部

一
部

全
部

全
部

一
部

全
部

一
部

全
部

一
部

全
部



三　

都
市
計
画
区
域
か
ら
除
外
さ
れ
る
土
地
の
区
域

 

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

古
川
都
市
計
画
区
域
、
岩
出
山
都
市
計
画
区
域
、
鹿
島
台
都
市
計
画
区
域
、
鳴
子
都
市
計
画
区
域
、
中
新
田
都
市
計
画

区
域
、
小
牛
田
都
市
計
画
区
域
及
び
涌
谷
都
市
計
画
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
区
域
の
名
称

　
　

大
崎
広
域
都
市
計
画
区
域

二　

新
た
に
都
市
計
画
区
域
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域

　
　

無
し

三　

都
市
計
画
区
域
か
ら
除
外
さ
れ
る
土
地
の
区
域

　
　

無
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

鶯
沢
都
市
計
画
区
域
を
廃
止
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
号

第2143号　平成22年３月26日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）

登
米
市

築
館
字
富

築
館
字
照
越

築
館
字
八
沢

若
柳
字
川
南

若
柳
武
鎗

若
柳
字
上
畑
岡

若
柳
字
福
岡

若
柳
字
大
林

栗
駒
猿
飛
来

栗
駒
里
谷

栗
駒
鳥
沢

栗
駒
中
野

石
越
町
南
郷

石
越
町
北
郷

地
蔵
堂
、
北
田
沖
、
若
宮

梨
木
平
、
大
袋
、
天
神
前
、
大
袋
道

荒
瀬
沖
、
境
、
下
熊
川

一
号
、
二
号

忽
滑
沢

川
原
、
川
原
前
、
戸
ノ
西

字
上
午
房
、
字
下
午
房

横
峯

中
江
向

外
袋

北
上
野
、
鐙
ケ
淵
、
上
野
原
東

峰
前

霞
ケ
沢
西
方
、
峰
沖
、
霞
ケ
沢
東
方
、
峰
、
千
刈
待
、

大
釜
前

山
王
下

田
町
東
、
鐙
ケ
淵

小
谷
地
前

西
、
南

一
部

全
部

一
部

一
部

一
部

一
部

全
部

一
部

一
部

一
部

一
部

全
部

一
部

一
部

一
部

一
部

一
部

登
米
市

志
波
姫
南
郷

志
波
姫
上
戸
南

築
館
字
八
沢

若
柳
字
川
南

栗
駒
中
野

栗
駒
岩
ケ
崎

石
越
町
南
郷

蓬
田
、
堅
沢

南
沢

川
原
前

菖
蒲
沢
、
上
野
原
南

裏
山

峯
、
峯
沖
、
神
明
崎
、
新
神
明
崎
、
新
加
美
田

仲
江
、
南
、
舘
前

一
部

一
部

一
部

一
部

一
部

一
部

全
部

一
部

行
政
区
域
名

栗
原
市

町　
　
　

字

金
成
沢
辺

小　
　
　
　
　
　
　
　
　

字

川
崎
、
荒
坊
、
新
荒
坊

全
部
又
は
一
部

の
区
別

一
部



　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
迫
都
市
計
画
、
登
米
都
市
計
画
、
東
和
都
市
計
画
、
豊
里
都
市
計
画
及
び
津
山
都
市
計
画
を
次
の
と
お

り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

登
米
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

登
米
都
市
計
画
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
迫
都
市
計
画
、
東
和
都
市
計
画
、
豊
里
都
市
計
画
及
び
津
山
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

登
米
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
一
号　

北
方
中
田
線
、
三
・
四
・
二
号　

西
館
大
網
線
、
三
・
五
・
七
号　

石
森
佐
沼
線
、

三
・
五
・
八
号　

中
江
塚
崎
線
、
三
・
五
・
九
号　

中
江
末
広
線
、
三
・
五
・
一
〇
号　

中
江
飯
島
線
、

三
・
六
・
二
〇
号　

錦
平
柳
線
、
三
・
五
・
一
四
号　

米
谷
大
橋
線
、
三
・
五
・
一
五
号　

米
谷
中
央
線
、

三
・
五
・
一
六
号　

新
大
橋
線
、
三
・
四
・
五
号　

新
田
加
ヶ
巻
線
、
三
・
五
・
一
八
号　

柳
津
大
通
線
、

三
・
五
・
一
九
号　

柳
津
宮
町
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

名
称
の
変
更

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
迫
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

登
米
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

中
江
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

名
称
の
変
更

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
築
館
都
市
計
画
、
若
柳
都
市
計
画
及
び
栗
駒
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

栗
原
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

栗
原
都
市
計
画
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
築
館
都
市
計
画
、
若
柳
都
市
計
画
及
び
栗
駒
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

栗
原
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
三
・
一
号　

国
道
幹
線
、
三
・
四
・
二
号　

源
光
町
田
線
、
三
・
四
・
七
号　

石
越
駅
四
ツ
谷
線
、

三
・
四
・
八
号　

新
山
十
文
字
線
、
三
・
四
・
九
号　

川
北
川
南
線
、
三
・
四
・
一
二
号　

末
町
三
島
線
、

三
・
五
・
一
三
号　

中
央
線
、
三
・
五
・
一
四
号　

一
迫
北
線
、
三
・
五
・
十
七
号　

金
成
石
越
線
、
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三
・
五
・
一
八
号　

新
山
下
町
線
、
三
・
五
・
一
九
号　

末
町
上
小
路
線
、
三
・
六
・
二
一
号　

茂
庭
町

田
町
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

名
称
の
変
更

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
築
館
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

栗
原
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

五
・
六
・
一
号　

築
館
総
合
運
動
公
園

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

名
称
の
変
更

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
鶯
沢
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

鶯
沢
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
鶯
沢
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

鶯
沢
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
一
号　

五
輪
原
荒
町
線
、
三
・
四
・
二
号　

館
浦
宮
下
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
鶯
沢
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

鶯
沢
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

四
・
五
・
一
号　

金
田
森
公
園

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
築
館
都
市
計
画
、
若
柳
都
市
計
画
、
栗
駒
都
市
計
画
及
び
鶯
沢
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

栗
原
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

迫
川
流
域
下
水
道

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域
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１　

追
加
す
る
部
分

　
　
　

な
し

　

２　

廃
止
す
る
部
分

　
　
　

鶯
沢
都
市
計
画
迫
川
流
域
下
水
道
が
決
定
さ
れ
て
い
る
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
古
川
都
市
計
画
、
岩
出
山
都
市
計
画
、
鹿
島
台
都
市
計
画
、
鳴
子
都
市
計
画
、
中
新
田
都
市
計
画
、
小

牛
田
都
市
計
画
及
び
涌
谷
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

大
崎
広
域
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

大
崎
広
域
都
市
計
画
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
鳴
子
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

大
崎
広
域
都
市
計
画
風
致
地
区

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

名
称
の
変
更

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
古
川
都
市
計
画
、
岩
出
山
都
市
計
画
、
鹿
島
台
都
市
計
画
、
中
新
田
都
市
計
画
、
小
牛
田
都
市
計
画
及

び
涌
谷
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
二
・
一
号　

米
袋
荒
谷
線
、
三
・
四
・
二
号　

鶴
ヶ
埣
新
田
線
、
三
・
四
・
三
号　

古
川
中
央
線
、

三
・
四
・
四
号　

李
埣
飯
川
線
、
三
・
五
・
七
号　

大
崎
大
通
線
、
三
・
五
・
一
二
号　

並
柳
福
浦
線
、

三
・
五
・
一
四
号　

駅
前
二
号
線
、
三
・
二
・
一
六
号　

鶴
ヶ
埣
沖
稲
葉
線
、
三
・
三
・
二
三
号　

三
本

木
幹
線
、
三
・
五
・
二
五
号　

南
町
館
山
線
、
三
・
五
・
二
六
号　

北
町
中
央
線
、
三
・
五
・
二
七
号　

新
町
萱
刈
線
、
三
・
四
・
二
八
号　

鹿
島
台
駅
前
線
、
三
・
五
・
二
九
号　

鹿
島
台
大
通
線
、
三
・
三
・

三
三
号　

岩
出
山
幹
線
、
三
・
四
・
三
五
号　

通
丁
南
町
通
線
、
三
・
四
・
三
六
号　

東
川
原
轟
線
、

三
・
四
・
三
八
号　

上
川
原
要
害
線
、
三
・
四
・
一
〇
一
号　

田
川
平
柳
線
、
三
・
四
・
一
〇
二
号　

色

麻
下
多
田
川
線
、
三
・
五
・
一
〇
三
号　

並
柳
菜
切
谷
線
、
三
・
四
・
一
〇
四
号　

田
川
高
川
線
、
三
・

三
・
二
〇
一
号　

南
小
牛
田
北
浦
線
、
三
・
四
・
二
〇
二
号　

彫
堂
線
、
三
・
四
・
二
〇
三
号　

新
町
小

牛
田
駅
停
車
場
線
、
三
・
四
・
二
〇
四
号　

石
巻
酒
田
線
、
三
・
五
・
二
〇
五
号　

小
牛
田
駅
停
車
場
松

山
線
、
三
・
四
・
二
〇
七
号　

駒
米
線
、
三
・
六
・
二
〇
九
号　

素
山
化
粧
坂
線
、
三
・
二
・
二
一
〇 

号　

関
根
線
、
三
・
三
・
三
〇
一
号　

中
島
砂
田
線
、
三
・
四
・
三
〇
二
号　

砂
田
黄
金
線
、
三
・
四
・

三
〇
四
号　

本
町
下
築
線
、
三
・
四
・
三
〇
五
号　

涌
谷
大
通
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

名
称
の
変
更

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
古
川
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

九
・
六
・
一
号　

化
女
沼
公
園
、
五
・
五
・
一
号　

新
世
紀
公
園
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二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

名
称
の
変
更

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
古
川
都
市
計
画
、
岩
出
山
都
市
計
画
及
び
中
新
田
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
緑
地

　

２　

名
称　

一
号　

新
江
合
川
緑
地
、
二
号　

岩
出
山
江
合
川
緑
地
、
一
〇
一
号　

鳴
瀬
川
中
新
田
緑
地

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

名
称
の
変
更

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
古
川
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

大
崎
市
古
川
南
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

名
称
の
変
更

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
古
川
都
市
計
画
、
鹿
島
台
都
市
計
画
及
び
小
牛
田
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

鳴
瀬
川
流
域
下
水
道

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

名
称
の
変
更

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
大
郷
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

大
郷
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

大
郷
都
市
計
画
区
域 

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

平
成
二
十
二
年
度
税
務
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
業

務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

総
務
部
税
務
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
八
日

四　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ　

東
京
都

江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号
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五　

契
約
金
額　

三
千
八
百
八
十
万
八
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

 
病

院

局

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
院
長　
　

佐　
　

藤　
　
　
　
　

尚　
　
　

一　

落
札
に
係
る
調
達
案
件
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
清
掃
等
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー　

宮

城
県
栗
原
市
瀬
峰
根
岸
五
十
五
番
二
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
所
在
地　

同
和
興
業　

株
式
会
社　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
四
丁
目
六
の
一

五　

落
札
金
額　

四
千
六
百
三
十
万
五
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
院
長　
　

小　
　

高　
　
　
　
　

晃　
　
　

一　

落
札
に
係
る
調
達
案
件
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
清
掃
等
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー　

宮
城
県
名
取

市
手
倉
田
字
山
無
番
地

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
所
在
地　

株
式
会
社　

包
徳　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
通
町
二
丁
目
九
の
一

五　

落
札
金
額　

六
千
八
十
五
万
八
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
総
長　
　

菅　
　

村　
　

和　
　

夫　
　
　

一　

落
札
に
係
る
調
達
案
件
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
清
掃
等
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー　

宮
城
県
名
取
市
愛

島
塩
手
字
野
田
山
四
十
七
番
地
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
所
在
地　

株
式
会
社　

包
徳　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
通
町
二
丁
目
九
の
一

五　

落
札
金
額　

二
億
三
千
百
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

教
育
委
員
会

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。
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第
二
十
六
条
の
表
中

「

宮
城
県
第
二
女
子
高
等
学
校

宮
城
県
第
三
女
子
高
等
学
校

仙
台
市

」
を

「

宮
城
県
仙
台
二
華
高
等
学
校

宮
城
県
仙
台
三
桜
高
等
学
校

仙
台
市

」
に
、

「

宮
城
県
石
巻
高
等
学
校



 

め
、
同
表
宮
城
県
志
津
川
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教　
育　
長　
　

小　
　

林　
　

伸　
　

一　
　
　

　
　
　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
中
「
宮
城
県
第
二
女
子
高
等
学
校　

宮
二
女　

を
「
宮
城
県
仙
台
二
華
高
等
学
校　

仙
二
華
高　

に
、

　
　
　
　
　

宮
城
県
第
三
女
子
高
等
学
校　

宮
三
女
」　

　

宮
城
県
仙
台
三
桜
高
等
学
校　

仙
三
桜
高
」

「
宮
城
県
飯
野
川
高
等
学
校　

飯
高　

を
「
宮
城
県
石
巻
北
高
等
学
校　

石
北
高
」
に
、

　

宮
城
県
河
南
高
等
学
校　

河
高　

」

「
宮
城
県
塩
釜
高
等
学
校　

塩
高　
　
　

を
「
宮
城
県
塩
釜
高
等
学
校　

塩
高
」
に
、

　

宮
城
県
塩
釜
女
子
高
等
学
校　

塩
女
」

「
宮
城
県
白
石
高
等
学
校　

白
高　
　
　

を
「
宮
城
県
白
石
高
等
学
校　

白
高
」
に
、

　

宮
城
県
白
石
女
子
高
等
学
校　

白
女
」

「
宮
城
県
志
津
川
高
等
学
校　

志
高　
　
　

「
宮
城
県
志
津
川
高
等
学
校　

志
高

　

宮
城
県
古
川
黎
明
中
学
校　

古
黎
中
」
を　

宮
城
県
仙
台
二
華
中
学
校　

仙
二
華
中　

に
改
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
古
川
黎
明
中
学
校　

古
黎
中　

」

「
宮
城
県
田
尻
高
等
学
校　

田
高
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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「

宮
城
県
石
巻
高
等
学
校

宮
城
県
石
巻
好
文
館
高
等
学
校

宮
城
県
石
巻
北
高
等
学
校

宮
城
県
水
産
高
等
学
校

宮
城
県
石
巻
工
業
高
等
学
校

宮
城
県
石
巻
商
業
高
等
学
校

宮
城
県
塩
釜
高
等
学
校

石
巻
市

塩
竈
市

」
に
、

「

宮
城
県
白
石
高
等
学
校

宮
城
県
白
石
女
子
高
等
学
校

宮
城
県
白
石
工
業
高
等
学
校

白
石
市

」
を

「

宮
城
県
白
石
高
等
学
校

宮
城
県
白
石
工
業
高
等
学
校

白
石
市

」
に
、

「

宮
城
県
古
川
高
等
学
校

宮
城
県
古
川
黎
明
高
等
学
校

宮
城
県
岩
出
山
高
等
学
校

宮
城
県
田
尻
高
等
学
校

宮
城
県
松
山
高
等
学
校

宮
城
県
田
尻
さ
く
ら
高
等
学
校

宮
城
県
古
川
工
業
高
等
学
校

宮
城
県
鹿
島
台
商
業
高
等
学
校

大
崎
市

」
を

「

宮
城
県
古
川
高
等
学
校

宮
城
県
古
川
黎
明
高
等
学
校

宮
城
県
岩
出
山
高
等
学
校

宮
城
県
松
山
高
等
学
校

宮
城
県
田
尻
さ
く
ら
高
等
学
校

宮
城
県
古
川
工
業
高
等
学
校

宮
城
県
鹿
島
台
商
業
高
等
学
校

大
崎
市

」
に
改

宮
城
県
仙
台
二
華
中
学
校

仙
台
市

　

第
二
十
七
条
第
二
項
の
表
中
「

宮
城
県
飯
野
川
高
等
学
校　

十
三
浜
校

石
巻
市

」
を

「

宮
城
県
石
巻
北
高
等
学
校　

飯
野
川
校

石
巻
市

」
に
改
め
る
。

宮
城
県
石
巻
好
文
館
高
等
学
校

宮
城
県
飯
野
川
高
等
学
校

宮
城
県
河
南
高
等
学
校

宮
城
県
水
産
高
等
学
校

宮
城
県
石
巻
工
業
高
等
学
校

宮
城
県
石
巻
商
業
高
等
学
校

宮
城
県
塩
釜
高
等
学
校

宮
城
県
塩
釜
女
子
高
等
学
校

石
巻
市

塩
竈
市

」
を

　



　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教　
育　
長　
　

小　
　

林　
　

伸　
　

一　
　
　

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
八
条
第
二
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次

に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

四　

長
時
間
に
わ
た
る
労
働
に
よ
る
職
員
の
健
康
障
害
の
防
止
を
図
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

職
員
の
精
神
的
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
二
条
第
四
項
中
「
本
庁
に
あ
っ
て
は
、」
を
「
、
本
庁
に
あ
っ
て
は
」
に
、「
課
又
は
係
」
を
「
班
又
は
所
属

長
が
指
名
す
る
者
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号

　

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
と
し
て

平
成
二
十
二
年
三
月
十
七
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教　
育　
長　
　

小　
　

林　
　

伸　
　

一　
　
　

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
九
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

  　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

新
中
島
南
北
区
集
会
所
の
項
中
「
新
中
島
南
北
区
集
会
所
」
を
「
新
中
島
南
区
集
会
所
」
に
、
東
松
島
市
矢
本
西
公

民
館
の
項
中
「
東
松
島
市
矢
本
西
公
民
館
」
を
「
東
松
島
市
矢
本
西
市
民
セ
ン
タ
ー
」
に
、
東
松
島
市
下
町
地
区
学
習

等
供
用
施
設
の
項
中
「
東
松
島
市
下
町
地
区
学
習
等
供
用
施
設
」
を
「
東
松
島
市
矢
本
東
市
民
セ
ン
タ
ー
」
に
、
東
松

島
市
大
塩
公
民
館
の
項
中
「
東
松
島
市
大
塩
公
民
館
」
を
「
東
松
島
市
大
塩
市
民
セ
ン
タ
ー
」
に
、
東
松
島
市
大
曲
地

区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
東
松
島
市
大
曲
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」
を
「
東
松
島
市
大
曲
市
民
セ

ン
タ
ー
」
に
、
東
松
島
市
赤
井
公
民
館
の
項
中
「
東
松
島
市
赤
井
公
民
館
」
を
「
東
松
島
市
赤
井
市
民
セ
ン
タ
ー
」
に
、

東
松
島
市
小
野
公
民
館
の
項
中
「
東
松
島
市
小
野
公
民
館
」
を
「
東
松
島
市
小
野
市
民
セ
ン
タ
ー
」
に
、
東
松
島
市
野

蒜
公
民
館
の
項
中
「
東
松
島
市
野
蒜
公
民
館
」
を
「
東
松
島
市
野
蒜
市
民
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

六－

二
十
四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
三
項
中
「
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
」
を
「
四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
」
に
、「（
四
時
間
」

を
「（
四
時
間
（
次
項
に
定
め
る
学
校
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
定
め
る
時
間
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」

に
、「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
の
四
第
一
項
」
に
、「
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、
同

条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
」
を
「
四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振

り
変
更
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

条
例
第
五
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
学
校
職
員
及
び
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
は
、任
命
権
者
が
、

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
別
に
定
め
る
学
校
職
員
及
び
時
間
と
す
る
。

　

第
四
条
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
四

項
を
加
え
る
。

　

任
命
権
者
等
は
、
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
学
校
職
員
か
ら
休
憩

時
間
の
変
更
の
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
学
校
職
員
の
休
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施　
　
　

設　
　
　

名

東
北
学
院
大
学
博
物
館

所　
　
　

在　
　
　

地

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
土
樋
一
丁
目
三
番
一
号

設　

置　

者

学
校
法
人
東
北
学

院



憩
時
間
を
同
項
に
規
定
す
る
四
十
五
分
以
上
で
、
か
つ
、
置
か
れ
て
い
る
休
憩
時
間
に
満
た
な
い
時
間
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一　

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
学
校
職
員
（
学
校
職
員
の
配
偶
者
で
そ
の
子
の
親
で
あ
る
も

の
が
、
常
態
と
し
て
そ
の
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
場

合
に
お
け
る
当
該
学
校
職
員
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
が
そ
の
子
を
養
育
す
る
場
合

イ　

就
業
し
て
い
な
い
者
（
就
業
日
数
が
一
月
に
つ
い
て
三
日
以
下
の
者
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
申
出
に
係
る
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
な
状

態
に
あ
る
者
で
な
い
こ
と
。

ハ　

八
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
者
又
は
産
後
八
週

間
を
経
過
し
な
い
者
で
な
い
こ
と
。

二　

小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
子
の
あ
る
学
校
職
員
が
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
施
設
に
そ
の
子
（
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
に
よ
り
育
成
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
を
出
迎
え
る
た
め
赴
く
場
合

三　

条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。）

を
介
護
す
る
学
校
職
員
が
要
介
護
者
を
介
護
す
る
場
合

四　

妊
娠
中
の
女
子
学
校
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の
混
雑
の
程
度
が
母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影

響
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

五　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
、
大
学
若
し
く
は
高
等
専

門
学
校
、
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
又
は
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校

並
び
に
公
務
に
関
す
る
能
力
の
向
上
に
資
す
る
教
育
施
設
と
し
て
任
命
権
者
等
が
認
め
た
も
の
に
お
い
て
修
学
す

る
場
合

２　

前
項
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
権
者
等
は
、
速
や
か
に
承
認
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
当
該

申
出
を
し
た
学
校
職
員
に
対
し
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

第
一
項
の
申
出
を
し
た
学
校
職
員
に
お
い
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
が
生

じ
た
場
合
に
は
、
当
該
学
校
職
員
は
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
任
命
権
者
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
が
、
子
の
出
生
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
も
っ
て
こ
の
届
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４　

任
命
権
者
等
は
、第
一
項
の
申
出
又
は
前
項
の
届
出
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
申
出
又
は
届
出
を
し
た
職
員
に
対
し
て
証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
五
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
船
舶
に
乗
り
組
む
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
）

第
五
条
の
二　

任
命
権
者
が
、
船
舶
に
乗
り
組
む
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
を
五
十
二
週
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週

間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五
分
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
定
め
る
時
間
）
と
す
る
場
合
に
は
、
条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
の
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。

２　

任
命
権
者
が
、
船
舶
に
乗
り
組
む
学
校
職
員
の
休
憩
時
間
を
当
該
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
が
一
日
に
つ
い
て
七
時

間
四
十
五
分
の
場
合
に
あ
っ
て
は
一
時
間
、
当
該
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
が
一
日
に
つ
い
て
七
時
間
四
十
五
分
以
上

十
五
時
間
三
十
分
以
内
（
公
務
上
臨
時
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
二
日
に
つ
い
て
十
五
時
間
三
十
分
以
上
三
十
一
時

間
以
内
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
一
日
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
八
時
間
三
十
分
（
公
務
上
臨
時
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

二
日
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
十
七
時
間
）
と
定
め
る
場
合
に
は
、
条
例
第
七
条
の
二
第
三
項
の
人
事
委
員
会
の
承
認

を
得
た
も
の
と
み
な
す
。

　

第
六
条
の
二
第
二
項
中
「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）」
を
削
る
。

　

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
）

第
十
四
条
の
二　

条
例
第
八
条
の
四
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
給
与
条
例
第
十
四
条
第
三
項
に

規
定
す
る
六
十
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
に
係
る
月
（
次
項
に
お
い
て
「
六
十
時
間
超
過
月
」
と
い
う
。）

の
末
日
の
翌
日
か
ら
同
日
を
起
算
日
と
す
る
二
月
後
の
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

２　

任
命
権
者
等
は
、
条
例
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
（
同
項
に
規
定
す
る
時
間

外
勤
務
代
休
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
等

（
休
日
（
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
代

休
日
（
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に

割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
う
ち
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
に
代
え
よ
う
と
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給

に
係
る
六
十
時
間
超
過
月
に
お
け
る
給
与
条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
時
間
（
以
下
こ
の
項
及

び
第
六
項
に
お
い
て
「
六
十
時
間
超
過
時
間
」
と
い
う
。）
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
時
間
数
の
時
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
勤
務
に
係
る
時
間（
次
号
に
掲
げ
る
時
間
を
除
く
。）　

当
該
時

間
に
該
当
す
る
六
十
時
間
超
過
時
間
の
時
間
数
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数

二　

給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
七
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤

務
に
係
る
時
間　

当
該
時
間
に
該
当
す
る
六
十
時
間
超
過
時
間
の
時
間
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数

三　

給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
勤
務
に
係
る
時
間　

当
該
時
間
に
該
当
す
る
六
十
時
間
超
過
時

間
の
時
間
数
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数

３　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
指
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

時
間
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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一　

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
学
校
職
員　

四

時
間
又
は
七
時
間
四
十
五
分
（
年
次
有
給
休
暇
の
時
間
に
連
続
し
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
年
次
有
給
休
暇
の
時
間
の
時
間
数
と
当
該
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
時
間
数
を
合
計
し
た
時
間

数
が
四
時
間
又
は
七
時
間
四
十
五
分
と
な
る
時
間
）

二　

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員　

四
時
間
又
は
勤
務
日

ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
（
年
次
有
給
休
暇
の
時
間
に
連
続
し
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
年
次
有
給
休
暇
の
時
間
の
時
間
数
と
当
該
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
時
間
数
を
合
計
し
た
時
間

数
が
四
時
間
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
と
な
る
時
間
）

４　

任
命
権
者
等
は
、
条
例
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
一
部

に
つ
い
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
等
の
始
業

の
時
刻
か
ら
連
続
し
、又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
す
る
勤
務
時
間
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

任
命
権
者
等
が
、
業
務
の
運
営
並
び
に
学
校
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

５　

任
命
権
者
等
は
、
学
校
職
員
が
あ
ら
か
じ
め
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
を
希
望
し
な
い
旨
申
し
出
た
場
合
に

は
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
し
な
い
も
の
と
す
る
。

６　

任
命
権
者
等
は
、
条
例
第
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
が
六
十
時
間
超
過
時
間
の
勤
務
を
し
た
学
校
職
員

の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
特
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
当

該
学
校
職
員
に
対
し
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

７　

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
中
「（
同
項
に
規
定
す
る
代
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
及
び
「（
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
祝

日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、「（
休
日
」
を
「（
条
例
第
八
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
勤
務
日
等
及
び
休
日
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
日
数
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十

九
号
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
付
与
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
日
数
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
付
与
す
べ

き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
日
数
と
す
る
。

一　

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務

職
員
の
う
ち
、
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
あ
る
も
の
を

い
う
。以
下
同
じ
。）　

二
十
日
に
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
の
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日
で
除
し
て
得
た

数
を
乗
じ
て
得
た
日
数

二　

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤

務
職
員
の
う
ち
、
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）　

百
五
十
五
時
間
に
条
例
第

三
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を

三
十
八
時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を
、
一
日
当
た
り
の
平
均
勤
務
時
間
数
（
四
週

間
を
超
え
な
い
期
間
内
の
勤
務
時
間
数
を
同
期
間
内
の
勤
務
日
数
で
除
し
て
得
た
時
間
数
を
い
う
。）を
一
日
と
し

て
日
に
換
算
し
て
得
た
日
数
（
一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）

　

第
十
七
条
中
「
職
員
」
を
「
学
校
職
員
」
に
改
め
、「
日
数
）」
の
下
に
「
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
残
日
数
」
を
加
え

る
。

　

第
十
八
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
職
員
」
を
「
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
次
有
給
休
暇
の
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

一
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
年
次
有
給
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
数
を
も
っ
て
一
日
と
す
る
。

一　

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
学
校
職
員
以
外
の
学
校
職
員　

七
時
間
四
十
五
分

二　

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
の
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等

　

次
に
掲
げ
る
規
定
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
時
間
数

イ　

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号　

三
時
間
五
十
五
分

ロ　

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号　

四
時
間
五
十
五
分

ハ　

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号　

七
時
間
四
十
五
分

三　

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
（
前
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
う
ち
、
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。）　

勤

務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
（
一
分
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
時
間
）

四　

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
（
第
二
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
う
ち
、
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
を
除 

く
。）　

七
時
間
四
十
五
分

　

第
二
十
条
第
一
項
第
二
十
七
号
中
「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し

書
を
加
え
る
。

　

た
だ
し
、
前
項
第
六
号
、
第
十
六
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
の
休
暇
の
残
日
数
の
す
べ
て
を
使

用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
す
べ
て

を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

一
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
前
項
た
だ
し
書
の
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
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校
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
数
を
も
っ
て
一
日
と
す
る
。

一　

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
以
外
の
学
校
職
員　

七
時
間
四
十
五
分

二　

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員　

勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
（
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
し
、
一
分
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
時
間
）

三　

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員　

七
時
間
四
十
五
分

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
八
時
間
」
を
「
七
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

　

（
準
備
行
為
）

２　

改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
第
三
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
人
事
委
員
会
の
承
認
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

公
安
委
員
会
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交
通
の
取
締
り
そ
の
他
」
に
改
め
、
同
項
第
６
号
ア
中
「
外
見
上
」
を
削
り
、「
車
両
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
」

を
「
用
務
に
従
事
中
の
」
に
、「
捜
査
及
び
」
を
「
捜
査
、
交
通
の
取
締
り
そ
の
他
」
に
改
め
、
同
項
第
７
号
ア
中

「
外
見
上
」
を
削
り
、「
車
両
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
」
を
「
用
務
に
従
事
中
の
」
に
、「
捜
査
及
び
」
を
「
捜
査
、

交
通
の
取
締
り
そ
の
他
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
者
は
、」
の
次
に
「
交
通
部
交
通
規
制
課
長
（
以
下
「
交
通

規
制
課
長
」
と
い
う
。）
又
は
警
察
署
長
を
経
由
し
て
」
を
加
え
、
同
条
第
３
項
中
「
者
は
、」
の
次
に
「
交
通
規
制

課
長
又
は
警
察
署
長
を
経
由
し
て
」
を
加
え
る
。

　
　
第
34条

第
１
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
次
に
掲
げ
る
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
１
号
、
第
６
号
、
第
７
号
、
第
15号

及
び
第
17号

に
つ
い
て

は
交
通
部
運
転
教
育
課
長
（
以
下
「
運
転
教
育
課
長
」
と
い
う
。）
を
、
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
及
び
第
16号

に
つ
い
て
は
法
第
108条

の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
た
者
か
ら
運
転
教
育
課
長
を
、
第
５
号
に
つ
い

て
は
交
通
部
交
通
企
画
課
長
を
、
第
８
号
か
ら
第
14号

ま
で
に
つ
い
て
は
運
転
免
許
課
長
を
経
由
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
公
安
委
員
会
に
申
出
又
は
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
�
　
令
第
37条

の
６
第
２
号
に
規
定
す
る
運
転
者
特
定
任
意
講
習

�
　
法
第
108条

の
２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
講
習
の
う
ち
、
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
70

歳
以
上
の
者
（
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
75歳

以
上
の
者
に
あ
っ
て
は
、
法
第
101条

の
４

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
知
機
能
検
査
を
受
け
、
認
知
機
能
が
低
下
し
て
い
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ

た
も
の
に
限
る
。
以
下
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。）
が
自
動
車
等
の
運
転
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
加
齢
に
伴
っ

て
生
ず
る
身
体
の
機
能
の
低
下
が
自
動
車
等
の
運
転
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

公
安
委
員
会
の
確
認
を
受
け
る
も
の
（
以
下
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
」
と
い
う
。）

�
　
前
号
の
確
認
の
結
果
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
受
講
結
果
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者
が
希
望
に
よ
り
受
講
す
る

法
第
108条

の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
講
習
で
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

（
以
下
「
簡
易
講
習
」
と
い
う
。）

�
　
前
２
号
に
掲
げ
る
講
習
以
外
の
も
の
で
、
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
70歳

以
上
の
者
が
、

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
更
新
申
請
日
前
６
月
以
内
に
任
意
に
受
講
で
き
る
も
の
（
以
下
「
シ
ニ
ア
運
転
者

講
習
」
と
い
う
。）

　
　
　
ア
　
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
75歳

未
満
の
者

　
　
　
イ
　
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
75歳

以
上
の
者

　
　
�
　
施
行
規
則
第
38条

第
１
項
に
規
定
す
る
安
全
運
転
管
理
者
等
講
習

　
　
�
　
施
行
規
則
第
38条

第
２
項
に
規
定
す
る
取
消
処
分
者
講
習

　
　
�
　
施
行
規
則
第
38条

第
３
項
に
規
定
す
る
停
止
処
分
者
講
習

　
　
�
　
施
行
規
則
第
38条

第
４
項
に
規
定
す
る
大
型
車
講
習
、
中
型
車
講
習
又
は
普
通
車
講
習

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
22年

３
月
26日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
中
村
　
孝
也
　
　

　
　
　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
１
条
　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
13年

宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
別
表
第
２
中

　
改
め
る
。

第
２
条
　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
３
条
第
１
項
第
３
号
ウ
中
「
捜
査
及
び
」
を
「
捜
査
、
交
通
の
取
締
り
そ
の
他
」
に
改
め
、
同
項
第
５
号
イ
中

「
外
見
上
」
を
削
り
、「
車
両
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
」
を
「
用
務
に
従
事
中
の
」
に
、「
捜
査
及
び
」
を
「
捜
査
、 を

」

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
船
岡
地
内
先
か
ら

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
字
唄
沢
35番

85先
ま
で

一
般
国
道
47号

（
仙
台

北
部
道
路
）

15
「

に
」

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
船
岡
地
内
先
か
ら

黒
川
郡
富
谷
町
穀
田
字
松
葉
55番

12先
ま
で

一
般
国
道
47号

（
仙
台

北
部
道
路
）

15
「
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�
　
施
行
規
則
第
38条

第
５
項
に
規
定
す
る
大
型
二
輪
車
講
習
又
は
普
通
二
輪
車
講
習

　
　
�
　
施
行
規
則
第
38条

第
６
項
に
規
定
す
る
原
付
講
習

�
　
施
行
規
則
第
38条

第
７
項
に
規
定
す
る
大
型
旅
客
車
講
習
、
中
型
旅
客
車
講
習
又
は
普
通
旅
客
車
講
習

　
　
�
　
施
行
規
則
第
38条

第
８
項
に
規
定
す
る
応
急
救
護
処
置
講
習
�
又
は
応
急
救
護
処
置
講
習
�

　
　
�
　
施
行
規
則
第
38条

第
９
項
に
規
定
す
る
指
定
自
動
車
教
習
所
職
員
講
習

　
　
�
　
施
行
規
則
第
38条

第
10項

に
規
定
す
る
初
心
運
転
者
講
習

　
　
�
　
施
行
規
則
第
38条

第
11項

に
規
定
す
る
運
転
免
許
証
更
新
時
講
習

　
　
�
　
施
行
規
則
第
38条

第
12項

に
規
定
す
る
高
齢
者
講
習

　
　
�
　
施
行
規
則
第
38条

第
13項

に
規
定
す
る
違
反
者
講
習

　
第
34条

第
２
項
中
「
又
は
申
請
」
を
「
又
は
申
請
書
類
の
提
出
先
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
53条

の
見
出
し
中
「
等
」
を
削
り
、
同
条
中
「
又
は
宮
城
県
警
察
交
通
機
動
隊
長
」
を
削
る
。

講
　
 習
 　
の
 　
種
 　
類

申
　
 請
　
 等
　
 窓
　
 口

安
全
運
転
管
理
者
等
講
習

安
全
運
転
管
理
者
等
講
習
実
施
会
場

１
　
取
消
処
分
者
講
習

２
　
停
止
処
分
者
講
習

３
　
原
付
講
習

４
　
運
転
免
許
証
更
新
時
講
習
（
運
転
者
特
定
任
意
講

習
を
含
む
。）

５
　
違
反
者
講
習

宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

１
　
原
付
講
習

２
　
運
転
免
許
証
更
新
時
講
習

１
　
宮
城
県
警
察
石
巻
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

２
　
宮
城
県
警
察
古
川
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

３
　
宮
城
県
警
察
仙
南
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

１
　
大
型
車
講
習

２
　
中
型
車
講
習

３
　
普
通
車
講
習

４
　
大
型
二
輪
車
講
習

５
　
普
通
二
輪
車
講
習

６
　
大
型
旅
客
車
講
習

７
　
中
型
旅
客
車
講
習

８
　
普
通
旅
客
車
講
習

９
　
応
急
救
護
処
置
講
習
�

10　
応
急
救
護
処
置
講
習
�

11　
高
齢
者
講
習

12　
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習

13　
簡
易
講
習

14　
シ
ニ
ア
運
転
者
講
習

講
習
業
務
受
託
先
                

１
　
取
消
処
分
者
講
習

２
　
初
心
運
転
者
講
習

公
安
委
員
会
が
指
定
し
た
指
定
講
習
機
関

指
定
自
動
車
教
習
所
職
員
講
習

指
定
自
動
車
教
習
所
職
員
講
習
受
託
先

　
別
表
第
１
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　
別
表
第
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
別
表
第
２
（
第
11条

関
係
）

 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各

項
症

１
級
か
ら
３
級
ま
で
の
各
級

肝
臓
機
能
障
害

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

路
　
線
　
名

番
号

白
石
市
越
河
字
荒
井
地
内
福
島
県
境
か
ら

栗
原
市
金
成
方
馬
合
手
柄
地
内
岩
手
県
境
ま
で

東
北
縦
貫
自
動
車
道
弘

前
線

１

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
中
ノ
久
保
地
内
か
ら

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
石
橋
地
内
山
形
県
境
ま
で

東
北
横
断
自
動
車
道
酒

田
線

２

白
石
市
越
河
字
樋
口
地
内
福
島
県
境
か
ら

栗
原
市
金
成
有
壁
下
大
沢
田
地
内
岩
手
県
境
ま
で

一
般
国
道
４
号

３

仙
台
市
若
林
区
土
樋
104番

６
先
か
ら

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
９
番
２
号
先
ま
で

一
般
国
道
４
号

４

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
121番

１
先
か
ら

仙
台
市
青
葉
区
土
樋
一
丁
目
114番

２
先
ま
で

一
般
国
道
４
号

５

名
取
市
植
松
字
入
生
341番

１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
八
本
松
一
丁
目
27番

17先
ま
で

一
般
国
道
４
号

６

栗
原
市
築
館
字
沢
入
72番

１
先
か
ら

栗
原
市
築
館
源
光
101番

７
先
ま
で

一
般
国
道
４
号

７

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
大
森
地
内
福
島
県
境
か
ら

岩
沼
市
藤
波
二
丁
目
７
番
１
先
ま
で

一
般
国
道
６
号

８

亘
理
郡
山
元
町
大
平
字
新
平
88番

地
先
か
ら

亘
理
郡
山
元
町
大
平
字
新
平
98番

３
先
ま
で

 一
般
国
道
６
号
複
線

（
38）

９

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
牛
袋
字
北
新
丁
19番

先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
柳
原
40番

７
先
ま
で

一
般
国
道
６
号
（
仙
台

東
部
道
路
）

10

亘
理
郡
山
元
町
大
平
字
新
平
110番

７
先
か
ら

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
中
泉
字
新
田
39番

１
先
ま
で

常
磐
自
動
車
道
　

11

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
９
番
２
号
先
か
ら

気
仙
沼
市
松
川
149番

先
ま
で

一
般
国
道
45号

12

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
柳
原
40番

７
先
か
ら

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
山
岸
２
番
３
先
ま
で

一
般
国
道
45号
（
三
陸

縦
貫
自
動
車
道
）

13

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
桐
田
15番

１
先
か
ら

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
岩
の
沢
57番

地
先
ま
で
　

一
般
国
道
45号
（
三
陸

縦
貫
自
動
車
道
）

14

大
崎
市
古
川
字
本
鹿
島
256番

１
先
か
ら

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
西
原
33番

４
先
山
形
県
境
ま
で

一
般
国
道
47号

15
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宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
船
岡
地
内
先
か
ら

黒
川
郡
富
谷
町
穀
田
字
松
葉
55番

12先
ま
で

一
般
国
道
47号

（
仙
台

北
部
道
路
）

16

遠
田
郡
涌
谷
町
字
下
道
78番

１
先
（
南
向
側
）
か
ら

大
崎
市
古
川
字
上
古
川
屋
敷
77番

１
先
ま
で

一
般
国
道
108号

17

仙
台
市
太
白
区
鹿
野
二
丁
目
20番

１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
山
田
字
清
太
原
地
内
先
ま
で

一
般
国
道
286号

18

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
余
方
下
東
無
番
地
先
か
ら

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
余
方
川
端
無
番
地
先
ま
で

一
般
国
道
286号

19

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
人
来
田
東
地
内
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
赤
石
山
２
番
40先

ま
で

一
般
国
道
286号

20

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
中
原
裏
山
15番

１
先
か
ら

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
石
橋
33番

１
先
ま
で

一
般
国
道
286号

21

仙
台
市
若
林
区
河
原
町
二
丁
目
５
番
１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
119番

１
先
ま
で

主
要
地
方
道
井
土
長
町

線
22

宮
城
郡
利
府
町
中
央
三
丁
目
13番

２
先
か
ら

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
新
揺
橋
116番

１
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
吉
岡

線
23

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
字
唄
沢
４
番
５
先
か
ら

黒
川
郡
大
和
町
落
合
舞
野
字
渉
戸
東
95番

３
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
吉
岡

線
24

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
館
ノ
内
２
番
２
先
か
ら

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
桐
田
15番

１
先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
松
島

線
25

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
一
丁
目
294番

３
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
羽
黒
前
２
番
20先

ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
松
島

線
26

多
賀
城
市
町
前
三
丁
目
５
番
１
先
か
ら

多
賀
城
市
町
前
一
丁
目
186番

地
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
亘
理

線
27

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
沼
頭
４
番
２
先
か
ら

仙
台
市
若
林
区
藤
塚
字
中
道
下
地
内
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
亘
理

線
28

名
取
市
閖
上
一
丁
目
無
番
地
先
か
ら

岩
沼
市
下
野
郷
字
新
田
１
番
２
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
亘
理

線
29

亘
理
郡
亘
理
町
荒
浜
字
篠
子
橋
６
番
１
先
か
ら

亘
理
郡
亘
理
町
字
旧
舘
61番

21先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
亘
理

線
30

塩
竈
市
港
町
一
丁
目
75番

地
先
か
ら

塩
竈
市
港
町
二
丁
目
127番

地
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
港
線

31

名
取
市
下
増
田
字
小
沼
55番

１
先
か
ら

名
取
市
植
松
字
新
橋
105番

１
先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
空
港

線
32

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
西
町
23番

１
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
高
砂
一
丁
目
31番

７
先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
塩
釜

線
33

多
賀
城
市
町
前
一
丁
目
125番

７
先
か
ら

塩
竈
市
港
町
一
丁
目
75番

地
先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
塩
釜

線
34

仙
台
市
若
林
区
今
泉
字
二
木
西
25番

１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
人
来
田
中
57番

先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
南
イ

ン
タ
ー
線

35

仙
台
市
太
白
区
富
田
字
八
幡
西
147番

先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
山
田
字
清
太
原
12番

先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
南
イ

ン
タ
ー
線

36

塩
竈
市
芦
畔
町
115番

２
先
か
ら

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
遠
山
四
丁
目
12番

195先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
七
ヶ

浜
多
賀
城
線

37

多
賀
城
市
八
幡
四
丁
目
117番

１
先
か
ら

多
賀
城
市
栄
四
丁
目
13番

３
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
七
ヶ

浜
多
賀
城
線

38

仙
台
市
若
林
区
大
和
町
五
丁
目
712番

１
先
か
ら

仙
台
市
若
林
区
木
ノ
下
二
丁
目
27番

８
先
ま
で

一
般
県
道
荒
浜
原
町
線

　
　
　

39

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
中
泉
字
大
原
236番

地
先
か
ら

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
牛
袋
字
北
新
丁
20番

２
先
ま
で

一
般
県
道
亘
理
イ
ン

タ
ー
線

40

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
129番

１
先
か
ら

岩
沼
市
末
広
二
丁
目
340番

４
先
ま
で

一
般
県
道
岩
沼
海
浜
緑

地
線

41

宮
城
郡
利
府
町
菅
谷
台
四
丁
目
41番

６
先
か
ら

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
化
粧
坂
66番

１
先
ま
で

一
般
県
道
利
府
岩
切
停

車
場
線

42

仙
台
市
若
林
区
土
樋
104番

６
先
か
ら

仙
台
市
若
林
区
河
原
町
二
丁
目
５
番
１
先
ま
で

市
道
土
樋
藤
塚
線
（
そ

の
１
）

43

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
121番

１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
長
町
三
丁
目
２
番
２
先
ま
で

市
道
原
町
広
岡
線
（
そ

の
２
）

44

仙
台
市
太
白
区
鹿
野
二
丁
目
20番

１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁
目
201番

23先
ま
で

市
道
長
町
２
号
線

45

仙
台
市
宮
城
野
区
宮
城
野
二
丁
目
373番

６
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
宮
城
野
二
丁
目
422番

２
先
ま
で

市
道
八
軒
小
路
原
町
坂

下
線

46

仙
台
市
宮
城
野
区
苦
竹
四
丁
目
270番

３
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
日
の
出
町
三
丁
目
８
番
11先

ま
で

市
道
元
寺
小
路
福
室
線

（
そ
の
２
）

47

仙
台
市
宮
城
野
区
扇
町
三
丁
目
５
番
１
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
巻
一
丁
目
1022番

12先
ま
で

市
道
元
寺
小
路
福
室
線

（
そ
の
４
）

48

仙
台
市
宮
城
野
区
福
室
字
県
道
前
113番

先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
石
橋
116番

１
先
ま
で

市
道
鶴
ケ
谷
仙
台
港
線

（
そ
の
３
）

49

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
119番

５
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
郡
山
四
丁
目
156番

１
先
ま
で

市
道
元
寺
小
路
郡
山
線

50

仙
台
市
太
白
区
東
郡
山
二
丁
目
522番

１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
郡
山
字
源
兵
衛
東
19番

３
先
ま
で

市
道
元
寺
小
路
郡
山
線

51

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
東
町
７
番
15号

先
か
ら

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
東
町
５
番
先
（
南
東
角
）
ま
で

市
道
原
町
東
部
第
三
幹

線
３
号
線

52

岩
沼
市
下
野
郷
字
西
原
１
番
先
か
ら

岩
沼
市
下
野
郷
字
藤
曽
根
71番

１
先
ま
で

市
道
相
野
釜
藤
曽
根
線

53

岩
沼
市
館
下
二
丁
目
25番

15先
か
ら

岩
沼
市
吹
上
二
丁
目
15番

１
先
ま
で

市
道
西
大
町
線

54

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
129番

１
先
か
ら

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
129番

１
先
ま
で

市
道
二
野
倉
工
業
団
地

１
号
線

55
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様
式
第
６
号
確
認
者
の
項
中
「
警
察
署
交
通
課
」
を
「
警
察
署
」
に
改
め
る
。

第
３
条
　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
３
条
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

　
（
高
齢
運
転
者
等
標
章
の
申
請
等
）

　
第
３
条
の
２
　
法
第
45条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
高
齢
運
転
者
等
が
運
転
す
る
普
通
自
動
車
の
届
出
、
同
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
る
高
齢
運
転
者
等
標
章
の
申
請
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
高
齢
運
転
者
等
標
章
の
再
交
付

の
申
請
、
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
高
齢
運
転
者
等
標
章
の
返
納
又
は
施
行
規
則
第
６
条
の
３
の
３
の
規
定
に

よ
る
高
齢
運
転
者
等
標
章
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
は
、
交
通
規
制
課
長
又
は
警
察
署
長
を
経
由
し
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
７
条
第
２
項
中
「
法
第
49条

の
２
第
５
項
」
を
「
法
第
49条

の
５
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
中
第
１
条
の
規
定
は
平
成
22年

３
月
27日

か
ら
、
第
２
条
の
規
定
は
同
年
４
月
１
日
か
ら
、
第
３
条
の
規

定
は
同
年
４
月
19日

か
ら
施
行
す
る
。

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
129番

１
先
か
ら

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
122番

先
ま
で

市
道
二
野
倉
工
業
団
地

２
号
線

56

岩
沼
市
押
分
字
新
大
同
159番

１
先
か
ら

岩
沼
市
押
分
字
新
大
同
422番

１
先
ま
で

市
道
藤
曽
根
二
野
倉
線

57

岩
沼
市
下
野
郷
字
藤
曽
根
71番

１
先
か
ら

岩
沼
市
下
野
郷
字
藤
曽
根
69番

１
先
ま
で

市
道
藤
曽
根
線

58

多
賀
城
市
桜
木
三
丁
目
226番

２
先
か
ら

多
賀
城
市
桜
木
二
丁
目
226番

２
先
ま
で

市
道
桜
木
栄
線

59

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字
竹
ノ
内
128番

地
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
２
番
先
（
南
西
角
）
ま
で

臨
港
道
路
中
野
幹
線

60

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
２
番
先
（
南
西
角
）
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
４
番
１
号
先
ま
で

臨
港
道
路
中
央
ふ
頭
線

61

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
３
番
５
号
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
１
番
先
（
南
東
角
）
ま
で

臨
港
道
路
ふ
頭
４
号
線

62

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
１
番
先
（
南
西
角
）
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
４
番
先
（
南
東
角
）
ま
で

臨
港
道
路
ふ
頭
５
号
線

63

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
新
沼
地
内
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
新
沼
12番

地
の
２
先
ま
で

臨
港
道
路
西
幹
線

64

ペ
ー
ジ

二
六

二
七

段下上

行二
三

二
四

二
五

二
六
　二

七
二
八

二
九

三
〇

三
〇

三
一一二三四四五五六六

　
七八八九九一

〇
一
〇

正

東
松
島
市
小
松
字
上
浮
足
一
六
四
番
地

同　
　

市
赤
井
字
川
前
四
番
一
〇
〇
番

地
七

同　
　

市
矢
本
字
河
戸
八
番
地

同　
　

市
矢
本
字
上
河
戸
二
九
二
番
地

六同　
　

市
矢
本
字
町
浦
一
五
四
番
地

同　
　

市
矢
本
字
関
の
内
五
五
番
地
五

同　
　

市
矢
本
字
蜂
谷
前
二
四
番
地

東
松
島
市
立
沼
生
活
セ
ン
タ
ー

同　
　

市
矢
本
字
立
沼
二
六
番
地
二

同　
　

市
矢
本
字
鹿
石
前
一
一
六
番
地

一同　
　

市
矢
本
字
三
間
堀
一
四
番
地

東
松
島
市
上
小
松
生
活
セ
ン
タ
ー

同　
　

市
小
松
字
沢
田
前
五
五
番
地
一

東
松
島
市
手
招
集
会
所

同　
　

市
小
松
字
堰
の
内
二
番
地

東
松
島
市
下
小
松
生
活
セ
ン
タ
ー

同　
　

市
小
松
字
沖
砂
利
前
三
二
二
番

地東
松
島
市
農
村
婦
人
の
家

同　
　

市
小
松
字
中
砂
利
田
二
九
番
地

二同　
　

市
大
曲
字
沼
尻
二
二
番
地

東
松
島
市
大
曲
浜
西
地
区
集
会
所

同　
　

市
大
曲
字
下
台
一
二
八
番
地
八

三東
松
島
市
五
味
倉
生
活
セ
ン
タ
ー

同　
　

市
大
曲
字
弥
治
右
ェ
門
一
六
番

地
二

東
松
島
市
上
区
生
活
セ
ン
タ
ー

同　
　

市
赤
井
字
星
場
三
一
〇
番
地
一

誤

東
松
島
市
小
松
字
上
浮
足
一
六
四
番

同　
　

市
赤
井
字
川
前
四
番
一
〇
〇
番

七同　
　

市
矢
本
字
河
戸
八
番

同　
　

市
矢
本
字
上
河
戸
二
三
一
番

　
同　
　

市
矢
本
字
町
浦
一
五
四
番

同　
　

市
矢
本
字
関
の
内
五
五
番
五

同　
　

市
矢
本
字
蜂
谷
前
二
四
番

東
松
島
市
立
沼
分
館

同　
　

市
矢
本
字
立
沼
二
六
番
二

同　
　

市
矢
本
字
鹿
石
前
一
一
六
番
一

同　
　

市
矢
本
字
三
間
堀
一
四
番

東
松
島
市
上
小
松
分
館

同　
　

市
小
松
字
沢
田
前
五
五
番
一

東
松
島
市
手
招
分
館

同　
　

市
小
松
字
堰
の
内
二
番

東
松
島
市
下
小
松
分
館

同　
　

市
小
松
字
沖
砂
利
前
三
二
二
番

東
松
島
市
谷
地
分
館

同　
　

市
小
松
字
中
砂
利
田
二
九
番
二

同　
　

市
大
曲
字
沼
尻
二
二
番

東
松
島
市
大
曲
浜
西
浜
地
区
集
会
所

同　
　

市
大
曲
字
下
台
一
二
八
番
八
三

　
東
松
島
市
五
味
倉
分
館

同　
　

市
大
曲
字
弥
治
右
ェ
門
一
六
番

二東
松
島
市
上
区
分
館

同　
　

市
赤
井
字
星
場
三
一
〇
番
一
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下

一
一

一
二

一
二

一
三

一
四

一
五

一
五

一
六

一
六

一
七

一
七

一
八

一
八

一
九

二
〇

二
二

二
三

二
三

二
六

二
七

二
八

二
八

二
九

三
〇

三
〇

三
一一一

同　
　

市
赤
井
字
寺
六
七
番
地
二

東
松
島
市
下
区
生
活
セ
ン
タ
ー

同　
　

市
赤
井
字
館
前
二
五
九
番
地
三

同　
　

市
赤
井
字
川
前
三
番
一
五
三
番

地
一
五

同　
　

市
赤
井
字
八
反
谷
地
六
六
番
地

三東
松
島
市
小
分
木
生
活
セ
ン
タ
ー

同　
　

市
大
塩
字
小
分
木
四
一
番
地

東
松
島
市
大
島
生
活
セ
ン
タ
ー

同　
　

市
大
塩
字
大
島
四
〇
四
番
地

東
松
島
市
裏
沢
生
活
セ
ン
タ
ー

同　
　

市
大
塩
字
前
三
郷
一
四
番
地
二

東
松
島
市
塩
入
担
い
手
セ
ン
タ
ー

同　
　

市
大
塩
字
南
一
九
番
地
一

同　
　

市
大
曲
字
堺
堀
一
九
五
番
地
四

同　
　

市
矢
本
字
南
浦
一
一
一
番
地
一

同　
　

市
大
曲
字
下
台
一
〇
五
番
地
一

東
松
島
市
小
松
台
集
会
所

同　
　

市
小
松
字
小
松
台
二
一
三
番
地

同　
　

市
赤
井
字
川
前
三
一
八
九
番
地

一同　
　

市
矢
本
字
寿
町
二
五
番
地

東
松
島
市
四
反
走
集
会
所

同　
　

市
矢
本
字
四
反
走
一
六
九
番
地

一同　
　

市
大
曲
字
筒
場
六
五
番
地
一

東
松
島
市
上
納
集
会
所

同　
　

市
大
曲
字
上
納
南
四
番
地

同　
　

市
赤
井
字
川
前
四
番
一
〇
〇
番

地
七

東
松
島
市
川
前
集
会
所

同　
　

市
赤
井
字
新
川
前
二
四
番
地
一

〇

同　
　

市
赤
井
字
寺
六
七
番
二

東
松
島
市
下
区
分
館

同　
　

市
赤
井
字
館
前
二
五
九
番
三

同　
　

市
赤
井
字
川
前
三
番
一
五
三
番

一
五

同　
　

市
赤
井
字
八
反
谷
地
六
六
番
三

東
松
島
市
小
分
木
分
館

同　
　

市
大
塩
字
小
分
木
四
一
番

東
松
島
市
大
島
分
館

同　
　

市
大
塩
字
大
島
四
〇
四
番

東
松
島
市
裏
沢
分
館

同　
　

市
大
塩
字
前
三
郷
一
四
番
二

東
松
島
市
塩
入
分
館

同　
　

市
大
塩
字
五
台
八
九
番
一

同　
　

市
大
曲
字
堺
堀
一
九
五
番
四

同　
　

市
矢
本
字
南
浦
一
一
一
番
一

同　
　

市
大
曲
字
下
台
一
〇
五
番
一

東
松
島
市
小
松
台
分
館

同　
　

市
小
松
字
小
松
台
二
一
三
番

同　
　

市
赤
井
字
川
前
三
一
八
九
番
一

同　
　

市
矢
本
字
寿
町
二
五
番

東
松
島
市
四
反
走
地
区
集
会
所

同　
　

市
矢
本
字
四
反
走
一
六
九
番
一

同　
　

市
大
曲
字
筒
場
六
五
番
一

東
松
島
市
上
納
地
区
集
会
所

同　
　

市
大
曲
字
上
納
南
四
番

同　
　

市
赤
井
字
川
前
四
番
一
〇
〇
番

七東
松
島
市
川
前
地
区
集
会
所

同　
　

市
赤
井
字
川
前
一
八
九
番
一

　

二三一
二

同　
　

市
大
塩
字
樋
ノ
口
二
五
番
地

同　
　

市
大
塩
字
天
神
堂
五
九
番
地
一

同　
　

市
小
野
字
新
欠
下
三
一
番
地
一

同　
　

市
大
塩
字
樋
ノ
口
二
五
番

同　
　

市
大
塩
字
天
神
堂
五
九
番
一

同　
　

市
小
野
字
新
欠
下
四
番
地




